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令和 2年度著作権相談員養成研修の取扱いについて（お知らせ） 

 

国際・企業経営業務部では、平成２１年度より著作権相談員養成研修を実施し、

その修了者となった著作権相談員の名簿について文化庁、公益社団法人著作権情報

センター、一般財団法人ソフトウェア情報センターの 3 団体へ提出し、各地で著作

権問題に取り組んでいる著作権相談員の積極的な活用の申し入れをしております。 

各単位会におかれましては、日頃より本研修の開催にご協力いただき、誠にあり

がとうございます。 

今年度より本研修の実施につきましては、平成 25 年配付の講義用 DVD 内容の一

新と新型コロナウイルス感染症対策等における単位会の研修開催に係る負担の軽

減、さらなる著作権相談員制度の維持・発展を目指し、中央研修所研修サイトに VOD

研修として登載し、効果測定の受検まで中央研修所研修サイトで完結する各会員の

個人視聴における受講形態に集約、変更することを予定しております。VOD 研修の

受講者については、本会で集約することとし、単位会からの合格者の報告も不要と

なります。 

なお、今年度、従来通り各単位会が講師を立てて講義する集合研修の開催スタイ

ルを予定されている場合も、単位会より実施のご希望があれば認めることとしてお

りますので、所属会員の受講方法については、各単位会が講師を立てて講義する集

合研修の受講スタイルでも、中央研修所研修サイトに登載されている同講義を各会

員が個人視聴する受講スタイルでも構わないこととする予定です。 

但し、この場合、集合研修を受講し、効果測定を受けた会員は、合否にかかわら

ず、中央研修所研修サイトに登載されている同講義の効果測定を改めて受けること

がないよう（同一年度での重複受検の制限）、単位会におかれましては会員に周知

をお願い申し上げます。 

詳細については、VOD 研修への登載が完了後、10 月上旬を目途に、改めてお知

らせいたしますので、何卒宜しくお願いいたします。 
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